
【介護保険サービス】 令和8年6月1日改定

外泊時加算

初期加算

安全対策体制加算

療養食加算

経口移行加算

経口維持加算Ⅰ

個別機能訓練加算Ⅲ

認知症チーム推進加算Ⅱ

自立支援促進加算

排せつ支援加算

褥瘡マネジメント加算

退所時情報提供加算

退所時栄養情報連携加算

再入所時栄養連携加算

退所時相談援助加算

（その他の主な費用）　理髪ｻｰﾋﾞｽ:カット2,000円、カット+顔そり2,500円、立替払利用ｻｰﾋﾞｽ:１ヶ月1,000円、

電気使用量（テレビ、冷蔵庫等の個人で使用されるもの）：1日30円、医療費・薬代（実費）、その他嗜好品（実費）、外出等レク費（実費）

1日246単位（１ヶ月６日限度）

入所初日に限り20単位（安全対策に係る研修を受けた担当者の配置、安全対策を実施する体制の整備がなされている場合）

1回6単位（医師より糖尿病食、腎臓病食など治療食指示があった場合）

1日28単位（医師に指示に基づき経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取のための経口移行計画を作成した場合）

1月400単位（摂食障害を有し誤嚥が認められる入所者に対して特別な管理をした場合）

1月280単位（医学的評価を行い、自立支援促進の適切かつ有効な実施のため必要な情報を活用した場合）　

Ⅰ：1月10単位　Ⅱ：1月15単位、Ⅲ：1月20単位、排せつ支援情報を厚生労働省に提出し改善方法により算定が異なる 

Ⅰ：1月3単位（褥瘡発生のリスクを評価し厚生労働省に提出）Ⅱ：月13単位（Ⅰに加えて褥瘡の発生が無い場合） 

1日72単位：（死亡日以前31日以上45日以下、1日144単位：死亡日以前4日以上30日以下、1日680単位：死亡日以前2日以上3日以下、

1280単位：死亡日　医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し、看取り介護を実施した場合）

1回250単位（医療機関へ退所する入所者について、入所者等の同意を得て心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合）

1回70単位（特別食を必要、又は医師が低栄養と判断した入所者の栄養管理に関する情報を退所先の医療機関等に提供した場合）

1回200単位（１次入所において必要となる栄養管理が、２次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる場合）

1月　110単位（口腔衛生管理計画を作成し、月2回の歯科衛生士による口腔管理と介護職員に技術的助言・指導、必要に応じ相談対応し、

1日30単位（入所した日より起算して30日以内、30日を超えて医療機関へ入院し再入所した場合)

口腔衛生管理加算Ⅱ
定員超過・人員基準欠如していない事を見た上でＬＩＦＥ対応した場合）

要介護度：ユニット型個室 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

③看護体制加算Ⅰ・ロ 4単位/日

①介護サービス費 670単位/日 740単位/日 815単位/日 886単位/日 955単位/日

介護職員等処遇改善加算Ⅰロ 合計単位×17.6％

②精神科医療養指導加算 5単位/日

⑧個別機能訓練加算Ⅱ 20単位/月
⑨科学的介護推進体制加算Ⅱ 50単位/月

⑥日常生活継続支援加算Ⅱ 46単位/日
⑦個別機能訓練加算Ⅰ 12単位/日

④夜勤職員配置加算Ⅱ・ロ 18単位/日
⑤栄養マネジメント強化加算 11単位/日

⑩協力医療機関連携加算Ⅰ 50単位/月
⑪高齢者施設感染対策向上加算Ⅰ 10単位/月
⑫ADL維持加算Ⅰ 30単位/月

1 ヵ 月 （ 31 日 計 算 ） 合 計

介 護 保 険 自 己 負 担 分 （ 2 割 ） 57,013円 62,189円 67,735円 72,984円 78,084円

介 護 保 険 自 己 負 担 分 （ 1 割 ） 28,507円 31,094円 33,868円 36,492円 39,042円

28,113単位 30,665単位 33,400単位 35,988単位 38,503単位

【居住費、食費、おやつ代】※おやつ代1日100円
介護保険負担限度

額認定証なし
第1段階 第2段階 第3段階①

介 護 保 険 自 己 負 担 分 （ 3 割 ） 85,520円 93,283円 101,603円 109,475円 117,126円

食 費 1,445円 300円 390円 650円 1,360円

第3段階②

居 住 費 2,066円 880円 880円 1,370円 1,370円

介護保険負担
限度額認定証
（第3段階①）

介護保険負担
限度額認定証
（第3段階②）

70,977円 94,227円 116,237円

1ヵ月（31日計算）合計 111,941円 39,680円 42,470円 65,720円 87,730円

要 介 護 １ 140,448円 168,954円 197,461円 68,187円

【1ヵ月負担目安】※介護保険サービス費＋居住費＋食費＋おやつ代

介護保険負担
割合証(1割）

介護保険負担
割合証（2割）

介護保険負担
割合証（3割）

介護保険負担
限度額認定証
（第1段階）

第2段階 世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民税世帯非課税、年金収入額と合計所得金額が80.9万円以下、

預貯金等が単身で650万円以下（夫婦で1,650万円）以下

第3段階① 世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民税世帯非課税、年金収入額と合計所得金額が80.9万円～120万円以下、

預貯金等が単身で550万円以下（夫婦で1,550万円）以下

第3段階② 世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民税世帯非課税、年金収入額と合計所得金額が120万円以上、

預貯金等が単身で500万円以下（夫婦で1,500万円）以下

※介護保険負担限度額の軽減を受けるためには、市町村の窓口に申請し【介護保険負担限度額認定証】の交付を受ける事が必要です

102,212円 124,222円78,962円

要 介 護 ２ 143,035円 174,130円 205,224円 70,774円 73,564円 96,814円 118,824円
要 介 護 ３ 76,338円 99,588円 121,598円

介護保険負担
限度額認定証
（第2段階）

145,809円

特別養護老人ホーム喜寿苑 料金表【併設型ユニット型個室　定員100名】

104,762円 126,772円

要 介 護 ４ 148,433円 184,925円 221,416円 76,172円

看取り介護加算Ⅰ

※上記金額は、１ヶ月（31日）あたりの目安を示したものです。月の日数により差額が生じる場合があります。

【その他費用】 ※豊橋市は7級地に該当している為、単位数に10.14円を乗じた金額が料金となっています。
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1回400単位（入所者が退所後、居宅サービスを利用する場合に関係機関に情報を提供した場合）

1月120単位（認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合,日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はⅯに該当する方［利用者総数の50%
以上］)

1月20単位（個別機能訓練加算Ⅱ、口腔衛生管理加算Ⅱ、栄養マネジメント強化加算を算定し、入所者事の情報を共有している場合）

179,676円 213,544円 73,548円

要 介 護 ５ 150,983円 190,025円 229,067円 78,722円 81,512円


